
報告

指導

１　事実関係の把握・調査　
　　調査方針・方法等の決定 指示
　　→目的、優先順位、担当者・期日等

２　いじめの判断

３　指導方針の決定、指導体制の確立 報告
　　→指導、支援の対象と具体的な手立て
①特定（被害生徒・保護者、加害生徒・保護者）


②一部（観衆、傍観者）
③全体（全校、学年、クラス）

・いじめ事案の情報共有
・問題解決に向けた指導方針の共有化
・加害生徒への指導、被害生徒への謝罪・和解、被害生徒へのフォローアップ

✩被害生徒が苦痛を感じていないこと（被害生徒及び保護者に面談等で確認）
✩加害生徒の状況にも注意する

いじめ事案対応の全般的留意点

① 法にもとづく措置を確実・適切に行う② いじめ被害者を徹底的に守る姿勢

③ 保護者への連絡を確実に行う④ 生徒・保護者の意向に配慮する

⑤ 特別支援が必要な生徒への配慮⑥ 事実確認･会議･対応･連絡の経緯を必ず記録保存

「いじめ」の定義（いじめ防止対策推進法第二条より）

教頭または生徒指導主事に報告

※すべての生徒について普段から観察を怠らな
い
※教職員間で情報共有に努める
※SNSでの生徒の状況にも注意

校長
県教育委

員会

緊急時の組織的対応（いじめ対応フローチャート）

アンケート及び本人(保護者)
から訴えがあった場合

内容等の
確認

　　　　「いじめ」「いじり」の兆候
に気付いた場合

保護者への連絡・協
力依頼
※被害生徒には迅速
に

関係機関との連携
・教育委員会
・警察
・福祉関係
・医療関係

いじめ解決への指導・支援

いじめ事案の聴き取り・いじめ対応

学年、生徒指導部、部活動等関係職員、
いじめ防止対策委員等

[構成員：校長、教頭、生徒指導主事、学年主
任、教育相談担当、養護教諭、スクールカウンセ
ラー、関係教諭等]

生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係のある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものも含む｡）であって当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を
感じているもの

職員会議

フォローアップ・見守り体制、
いじめ解消の確認

✩被害生徒に対する心理的、物理的影響を与える行為が止んでいる状態が
最低３ヶ月続くまで継続

いじめ防止対策委員会


